
　・申請書には、領収書コピーを添付してください。（領収書原本はご自身で大切に保管してください）
　・院外処方を受けたときは、処方箋を発行した外来分と調剤薬局分の領収書コピーを合わせてご提出ください。
　・給付の対象は、健康保険が適用された窓口負担分のみです。
　　（保険適用外の自費治療、差額室料、食事にかかる費用等は給付の対象外です）




